
・全ての子どもが新たな認定が必要です。（新1号・新2号・新3号）※裏面参照

・給食費（主食費・副食費）、送迎バス代、行事費などは無償化の対象外ですので、

これまでと同様支払いが必要です。

・入園初年度に限り、月の利用料に入園料（月額換算）を合算して月額25,700円

まで無償化されます。

●満3歳～5歳児クラス（小学校就学前）の全ての子どもの
利用料が月額25,700円まで無償化されます

※無償化に伴い、就園奨励費補助金は令和元年9月に終了します

幼児教育・保育の無償化が始まります

令和元年10月１日から

私学助成幼稚園編

●保育の必要性のある満3歳児（3歳になった日から

最初の3月31日までにある子）は長崎市の独自補助として
月額上限3,000円が受け取れます(※) （無償化前と同様）

・詳しくは、園を通じて別途ご案内します。(※)住民税非課税世帯は、新3号認定を受
けると月額16,300円まで無償化の対象となります

●年収360万円未満相当世帯は第1子から、年収360万円以上相当世帯は第3子以降の
子ども(※)について、月額4,500円を上限として副食費が免除されます

・長崎市では、年収470万円未満相当世帯については最年長の子どもから数えます。

（※）幼稚園・認定こども園（教育）：小3までの子どもから数えて第3子以降の子ども

発行・問い合わせ先：長崎市こども部幼児課

TEL:095-822-8888（あじさいコール）
MAIL：yoji@city.nagasaki.lg.jp

詳しくは、
子育て応援情報
サイト
「イーカオ」を
ご覧ください。

QRコード

●保育の必要性のある3歳児（3歳になった日から最初の4月1日以降）から
5歳児クラス（小学校就学前）までの子どもの預かり保育利用料が

月額11,300円(※)まで無償となります

（※）月の利用日数に応じて変動します（1日当たりの上限450円）

・預かり保育が無償化の対象となるためには、「保育の必要性」（新2号）の認

定が必要です。園から配布される書類をご確認いただき、必要書類を園に提出

してください。※保育の必要性については裏面参照

【預かり保育利用料の例】Ａさんが月に20日間の預かり保育を利用した場合（料金を日額：300円とする）

①基準額：20日×450円＝9,000円 ②実利用額：20日×300円＝6,000円

①＞②のため 無償化対象→② 6,000円（Ａさんは自己負担なし）

◆長崎市外にお住まいの方は、
お住まいの市区町村へお問い合わせください。



事由 保護者の状況 認定の有効期間

就労

居宅外で労働することを常態としている。

又は、居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をす
ることを常態としている。

小学校就学前までの期
間内で、左記の状況が継
続している期間

妊娠・出産 妊娠中、または出産前後である。
妊娠中から出産後8週目

を迎える日の月末まで

疾病・障害
疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に
障害を有している。

疾病・障害により、家庭内
保育ができない期間

親族の

介護・看護
長期にわたり、疾病の状態にある親族又は精神もしくは
身体に障害を有する親族を常時介護・看護している。

介護・看護の必要がなく
なるまで

災害復旧
震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっている。
（ボランティアでの従事を含む）

災害復旧に従事する期間

求職活動
求職活動（自営業の起業準備を含む）を継続的に行って
いる。

求職活動開始後90日目

を迎える日の月末まで

就学

（職業訓練含む）
学校教育法に規定された学校・専修学校・各種学校や職
業訓練校に在学している。

卒業（修了）予定日を迎え
る日の月末まで

虐待・ＤＶ
虐待の恐れ、配偶者からの暴力により、家庭内での保育
が困難である。

小学校就学前までの期
間内で、左記の状況が継
続している期間

育児休業

（就労で入所中の
方）

育児休業をする際に、既に就労のため保育所等を利用中
の児童がいて、当該子どもの発達上、継続利用が必要で
ある。

育児休業を取得する子が
1歳を迎える日の月末ま

で

私学助成幼稚園を利用されている皆さまへ

幼児教育・保育の無償化にあたり必要な認定申請について

私学助成幼稚園を利用されている方が、無償化の給付を受けるためには、市から施
設等利用給付認定（新１～新３号認定）を受ける必要があります。
認定に必要な書類は、施設から受け取っていただくか、長崎市子育て応援情報サイ

ト「イーカオ」でダウンロードしていただき、幼児課へ提出してください。
※長崎市外にお住まいの方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

【保育の必要性について】
無償化の給付を受けるためには、保護者のいずれもが以下のどれかの条件を満た

す必要があります。（父母世帯の場合はそれぞれの証明が必要）

年齢 利用状況 必要な認定 保育の必要性

３～５歳児クラス
教育利用のみ 新1号認定 不要

教育利用＋預かり保育 新2号認定 必要

満3歳児
（3歳になってから最初の
3月31日までにある子ども）

教育利用のみ 新1号認定 不要

教育利用＋預かり保育
新1号認定(※)
（住民税課税世帯）

不要

教育利用＋預かり保育
新3号認定

（住民税非課税世帯）
必要

（※）満3歳児の預かり保育利用料は、住民税非課税世帯を除き無償化の対象外ですが、保育の必要性がある方は市の

独自補助（月額3,000円まで）を受けられます


